
野生鳥獣による農林作物等の平成２９年度被害額について

１ 平成２９年度被害の状況

平成２９年度の被害額は３億９千８５４万円で、平成２８年度より６千３７万円、約

１３％の減少となった。

(1) 部門別被害の状況

（単位：千円，％）

部 門 ２７年度 ２８年度 ２９年度 対前年度比

農作物 502,090 370,530 322,564 ８７

人工林 94,942 68,354 58,814 ８６

特用林産物 25,744 20,031 17,162 ８６

合 計 622,776 458,915 398,540 ８７

(2) 作物別被害の状況

（単位：千円，％）

作 物 ２７年度 ２８年度 ２９年度 対前年度比

水 稲 137,223 94,976 93,592 ９９

果 樹 106,795 112,777 90,574 ８０

野 菜 115,025 73,378 76,634 １０４

人工林 94,942 68,354 58,814 ８６

飼料作物 109,383 58,624 29,730 ５１

いも類 24,044 25,019 28,725 １１５

特用林産物 25,744 20,031 17,162 ８６

その他 9,620 5,756 3,309 ５７

合 計 622,776 458,915 398,540 ８７

(3) 鳥獣別被害の状況

（単位：千円，％）

獣 種 ２７年度 ２８年度 ２９年度 対前年度比

シ カ 278,069 210,291 178,168 ８５

イノシシ 212,521 138,333 129,657 ９４

サ ル 66,784 56,828 43,283 ７６

その他 65,402 53,463 47,432 ８９

合 計 622,776 458,915 398,540 ８７



２ 被害額増減の要因

① 農作物については、国、県、市町村事業等により、侵入防止柵の整備や有害鳥獣捕

獲の取組が進展するとともに、地域鳥獣被害対策特命チームを中心とした、集落点検

や各種研修会等をはじめとした集落対策の推進により被害額が減少した。

品目別では、飼料作物等の被害が減少した一方で、野菜といも類の被害は微増した。

獣種別では、ほぼすべての獣種で被害が減少した。

② 特用林産物については、侵入防止防護柵等の設置が進んだことに加え、更に捕獲対

策が進んだことで被害額が減少した。

③ 人工林については、シカ等による食害、剥皮被害を防止するために設置した防護柵

の効用により被害額が減少した。

３ 今年度の主な取組

① 鳥獣被害対策支援センターと地域鳥獣被害対策特命チームが連携しながら、鳥獣被

害対策マイスターや地域リーダー等の人材の育成を図るとともに、モデル集落におい

ては、集落振興（地域づくり）の内容についても定めた「集落被害対策ビジョン」の

作成及び実践を支援し、優良事例として各地域へ波及させていく。

② 農作物については、侵入防止柵や捕獲対策が進みにくいサルについて、官民学が一

体となって、ＩＣＴを活用した行動把握や的確な追い払い体制を検討する。このほか、

鳥獣被害防止総合対策交付金等を活用し、侵入防止柵の整備や捕獲鳥獣の利活用に向け

た処理加工施設の整備を支援する。

③ 特用林産物については、「しいたけ等特用林産物振興対策事業」により、引き続き

侵入防止ネット、電気柵、人工ほだ場を設置するとともに、施設の維持管理を徹底す

る。

④ 人工林については、強化型防護柵設置の普及、定着を図るとともに、継続的な維持

管理の普及啓発を図る。

⑤ 国の交付金等を活用した有害鳥獣捕獲に加え、有害鳥獣捕獲指導員により迅速な捕

獲や県による捕獲事業を実施する等、関係者が連携して捕獲対策を強化する。

⑥ イノシシ、シカ等の有害捕獲許可日数の延長や、農林事業者による自らの事業地内

でのわなによる有害捕獲許可を可能とする規制緩和を継続して実施し、効率的な捕獲

を推進する。

⑦ 狩猟免許の取得に対する助成や、狩猟フォーラムの開催等により、狩猟者の確保に

努めるとともに、初心者への捕獲技術向上講習会を実施し、狩猟者の育成を図る。


